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(57)【要約】
　組織を識別するシステムは、超音波画像から導出され
る客体固有の組織シグネチャ(48)を含む。組織シグネチ
ャは、確認された病気を有する客体のリファレンス組織
の分析に基づく指定された範囲の特徴を有する。サーチ
モジュール(140)は、メモリに保存され、比較のための
画像における病変を識別するために、客体のボリューム
に関する画像を通じて探索するように構成される。比較
モジュール(124)は、リファレンス組織の組織シグネチ
ャとボリュームにおける組織の組織シグネチャとの間で
合致性を、指定された範囲の特徴に基づくスコアに従っ
て識別するように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織を識別するシステムであって：
　少なくとも1つの超音波画像から導出される客体固有の病変シグネチャであって、確認
された病気を有する客体のリファレンス組織の分析に基づく指定された範囲の特徴を有す
る客体固有の病変シグネチャ；
　メモリに保存されるサーチモジュールであって、比較のための画像における病変を識別
するために、前記客体のボリュームの画像を通じて探索するように構成されるサーチモジ
ュール；及び
　前記リファレンス組織の前記病変シグネチャと前記ボリュームにおける病変との間で合
致性を、前記指定された範囲の特徴に基づくスコアに従って識別するように構成される比
較モジュール；
　を有するシステム。
【請求項２】
　前記病変シグネチャは、アコースティックパラメータ、病変に関するモルフォロジーパ
ラメータ、病変に関するテクスチャ画像パラメータ、病変に関連する無線周波数データの
スペクトル特性、及び、病変の境界の識別に関する1つ又は複数の値を含み、病変の境界
内の組織のみが、前記病変シグネチャの生成に使用される、請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記病変シグネチャの場所は、生体検査、組織病理診断又は確定的なイメージングのう
ちの1つ以上を含む確定的な診断により決定される、請求項1に記載のシステム。
【請求項４】
　前記画像は、超音波を利用して前記客体に関して取得される、或いは、前記客体に関連
して登録される超音波画像を含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項５】
　前記病変シグネチャは、同じ客体から異なる時間に取得される複数の組織シグネチャを
含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項６】
　前記病変シグネチャは、同じ客体からの異なる組織タイプに関して取得される複数の組
織シグネチャを含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項７】
　前記病変シグネチャを決定するパラメータ及び関連する範囲を測定するように構成され
る画像及び組織分析モジュールを更に有する請求項1に記載のシステム。
【請求項８】
　前記画像及び組織分析モジュールは、個々のスコアに従って組織を分類する、請求項7
に記載のシステム。
【請求項９】
　組織を識別するシステムであって：
　プロセッサ；
　前記プロセッサに結合されるメモリであって、少なくとも1つの超音波画像から導出さ
れる客体固有の病変シグネチャを保存するように構成され、前記病変シグネチャは、確認
された病気を有する客体のリファレンス組織の分析に基づく指定された範囲の特徴を有す
る、メモリ；　
　前記病変シグネチャを決定するためにパラメータ及び指定された範囲を測定するように
構成される画像及び組織分析モジュール；及び
　メモリに保存されるサーチモジュールであって、比較のための画像における組織を識別
するために、前記客体のボリュームを通じて探索するように構成され、かつ、比較モジュ
ールを含み、前記比較モジュールは、前記病変シグネチャと前記ボリュームにおける病変
との間で合致性を、前記指定された範囲の特徴に基づくスコアを利用して識別するように
構成される、サーチモジュール；
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　を有するシステム。
【請求項１０】
　前記病変シグネチャは、アコースティックパラメータ、病変に関するモルフォロジーパ
ラメータ、病変に関するテクスチャ画像パラメータ、病変に関連する無線周波数データの
スペクトル特性、及び、病変の境界の識別に関する1つ又は複数の値を含み、病変の境界
内の組織のみが、前記病変シグネチャの生成に使用される、請求項9に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記病変シグネチャを判定するための組織内の場所は、生体検査、組織病理診断又は確
定的なイメージングのうちの1つ以上を含む確定的な診断により導出される、請求項9に記
載のシステム。
【請求項１２】
　前記画像は、超音波を利用して前記客体に関して取得される、或いは、前記客体に関連
して登録される超音波画像を含む、請求項9に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記病変シグネチャは、同じ客体から異なる時間に取得される複数の組織シグネチャを
含む、請求項8に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記病変シグネチャは、同じ客体からの異なる組織タイプに関して取得される複数の組
織シグネチャを含む、請求項8に記載のシステム。
【請求項１５】
　画像及び組織分析モジュールは、個々のスコアに従って組織を分類する、請求項8に記
載のシステム。
【請求項１６】
　組織を識別する方法であって：
　少なくとも1つの超音波画像から導出される客体固有の病変シグネチャを作成するステ
ップであって、前記病変シグネチャは、確認された病気を有する客体のリファレンス組織
の分析に基づく指定された範囲の特徴を有する、ステップ；
　比較のための画像における病変を識別するために、前記客体のボリュームの画像を通じ
て探索するステップ；及び
　前記病変シグネチャと前記ボリュームにおける病変とを比較し、前記指定された範囲の
特徴に基づくスコアに従って合致性を識別するステップ；
　を有する方法。
【請求項１７】
　前記リファレンス組織の分析は、生体検査、組織病理診断又は確定的なイメージングの
うちの1つ以上により取得される特定の病変についての確定的な診断を含む、請求項16に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記画像は、身体のうちの1つ以上の領域における前記客体のスキャンから取得される
、請求項16に記載の方法。
【請求項１９】
　客体固有の病変シグネチャを作成することは、アコースティックパラメータ、病変に関
するモルフォロジー画像パラメータ、病変に関するテクスチャ画像パラメータ、病変に関
連する無線周波数データのスペクトル特性、及び、病変の境界の識別、に関する値又は値
の範囲を決定することにより、前記リファレンス組織に対する超音波病理学的病変シグネ
チャを作成することを含み、病変の境界内の組織のみが、前記病変シグネチャの生成に使
用される、請求項16に記載の方法。
【請求項２０】
　非超音波イメージングモダリティが使用される場合、前記リファレンス組織が容易に特
徴付けられ且つそのマージンが決定されるように、前記非超音波イメージングモダリティ
により提供される非超音波画像又はボリュームに対して、超音波画像又はボリュームを登
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録するステップを有する請求項16に記載の方法。
【請求項２１】
　組織及び/又は病変を、前記リファレンス組織と同じ病気を示すものとして分類数ステ
ップを更に有する請求項16に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は組織の特徴付けに関連し、特に、客体における類似する組織を特徴付ける客体
固有の組織シグネチャを決定及び利用するシステム及び方法に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　組織評価(tissue　characterization)は、典型的には、例えばスクリーニングを支援す
るために、客体集団に対する疾患組織の識別又は検出を試みるために使用されている。一
次又は二次癌を含む多くの医学的状況が存在し、患者は、同一のタイプ又は起源の1つよ
り多い数の病気の病変(pathological　lesion)を提示するかもしれない。不都合なことに
、多くの場合、これらの病変のうちの一部は隠れているかもしれない。言い換えれば、病
変は、1つ以上のイメージングモダリティによっては識別されず、しばらくの間、検出さ
れずに残っているかもしれない。一例は肝臓癌であり、報告例によると、30％に及ぶほど
の患者が、追加的な癌性の病変を有するかもしれず、その病変は、患者が複数のモダリテ
ィで過去に撮像されているにもかかわらず、肝臓検査が始まるまで特定されない。多くの
理由から、100％の精度又は感度を有するイメージングモダリティは知られていないので
、このようなことは、ある程度生じてしまうことが予想される。
【０００３】
　超音波の場合、病気の病変の見え方は捕らえづらく、良性の病変と混同しやすく、或い
は、周囲の組織と区別しづらいかもしれない。組織評価のような病気の病変の識別を改善
する方法が発展しつつあり、その方法では、病理に関連する所定のイメージングパラメー
タが、健常な及び病気のサンプルについての大きな集団を前もって検査することにより識
別される。しかしながら、集団に関して特性パラメータ値の変動が典型的には大きいこと
、及び、健常な及び病気の組織の間に見受けられるかなりのオーバーラップに起因して、
これまでの方法は限られた受け入れ方しかなされていない。これら双方は、許容できない
レベルのフォールスポジティブを示すことなく、病気を信頼性高く識別する組織評価の能
力を減少させてしまう。
【発明の概要】
【０００４】
　発明原理によれば、組織を識別するシステムは、超音波画像から導出される客体固有の
病変シグネチャを含む。病変シグネチャは、確認された病気を有する客体のリファレンス
組織の分析に基づく指定された範囲の特徴を有する。サーチモジュールは、メモリに保存
され、かつ、比較のための画像における病変を識別するために、客体のボリュームの画像
を通じて探索するように構成される。比較モジュールは、リファレンス組織の病変シグネ
チャとボリュームにおける病変との間で合致性を、指定された範囲の特徴に基づくスコア
に従って識別するように構成される。
【０００５】
　組織を識別するシステムは、プロセッサと、プロセッサに結合されるメモリとを含む。
メモリは、少なくとも1つの超音波画像から導出される客体固有の病変シグネチャを保存
するように構成され、病変シグネチャは、確認された病気を有する客体のリファレンス組
織の分析に基づく指定された範囲の特徴を有する。画像及び組織分析モジュールは、病変
シグネチャを決定するためにパラメータ及び指定された範囲を測定するように構成される
。サーチモジュールは、メモリに保存され、かつ、比較のための画像における組織を識別
するために、客体のボリュームを通じて探索するように構成される。サーチモジュールは
比較モジュールを含み、比較モジュールは、病変シグネチャとボリュームにおける病変と
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の間で合致性を、指定された範囲の特徴に基づくスコアを利用して識別するように構成さ
れる。
【０００６】
　組織を識別する方法は、少なくとも1つの超音波画像から導出される客体固有の病変シ
グネチャを作成するステップであって、病変シグネチャは、確認された病気を有する客体
のリファレンス組織の分析に基づく指定された範囲の特徴を有する、ステップ；比較のた
めの画像における病変を識別するために、客体のボリュームの画像を通じて探索するステ
ップ；及び、病変シグネチャとボリュームにおける病変とを比較し、指定された範囲の特
徴に基づくスコアに従って合致性を識別するステップ；を有する方法である。
【０００７】
　本開示についてのこれら並びに他の対象、特徴及び利点は、添付図面に関連して理解さ
れるべき以下の例示的な実施形態の詳細な説明から更に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本開示は以下の図面に関連する好適な実施形態の以下の記述により詳細に与えられる。
【図１】組織を識別するシステムを示す一実施形態によるブロック/フロー図。
【図２】ある患者において本原理に従って識別される様々な病変を示す図。
【図３】一実施形態による組織を識別する方法を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　発明原理によれば、改善された方法及びシステムは、客体の中で同じタイプの病変を識
別するように提供され、従って、疾病の真の範囲を適切に決定し、特に、限られた精度又
は感度のイメージングモダリティ(例えば、超音波)を利用する場合に特に適切に決定する
。本願で説明されるアプローチの1つは、画像に基づく組織の特徴付けの或る種の概念を
利用するが、患者を各自自身の「コントロール(control)」として利用することにより、
既存の方法の多くの限界を克服し、従って、画像に基づく特徴パラメータの変動性を大幅
に削減し、そして、本方法を使用しなかったならば精度及び感度が限られていたイメージ
ング方法を利用して、病気の組織を識別する尤度(likelihood)を改善する。これは、バイ
オプシ(又は生体検査)等から得られるような特定の疑義のある病変について病気の確定的
な確認を得ることにより為されるが、最初に高い診断精度のイメージングモダリティから
結果を得て、その後に、病気が確認された病変に関連する二次的な(精度が劣る)イメージ
ングモダリティのイメージングパラメータの値を取り出してもよい。二次的なイメージン
グモダリティについて取り出される値は、その病気の特徴であるように仮定され、すなわ
ち、それらは病気に関するテンプレート又は「組織シグネチャ(tissue　signature)」を
表現する。客体から得られる二次的なイメージングモダリティの全ての画像平面は、イン
スタンスの特徴が「組織シグネチャ」のものに「合致する(match)」組織領域又は病変の
全てのインスタンスを求めて探索される。
【００１０】
　超音波はイメージングモダリティの一例であるが、ある環境では、特に病変が小さい場
合又は患者が技術的に困難を伴う場合には、病気の病変を検出するには限られた精度及び
感度しか有しないかもしれない。特に有用な実施形態では、例えばバイオプシ又は確定的
なイメージング方法等のような確定的な方法を利用して、病変は例えば悪性であることが
識別される。そして、同じ病変の超音波画像が取得され、超音波「病変シグネチャ(lesio
n　signature)」を決定し、その病変シグネチャは、画像プロパティ(例えば、スペックル
統計量、テクスチャ等)又は処理前の受信されたエコーデータのプロパティに従って、病
変を特徴付ける。類似する悪性の病変の全てが自動的に識別できるように、「合致する」
組織を探すサーチが実行される。ほんの数例を挙げるなら、これは、スクリーニング、診
断、ステージング及びインターベンション等の応用例を有する。
【００１１】
　本発明は病変を検出及び診断する観点から説明されるが；本発明の教示はかなり広範に
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及び、組織を特徴付けるための任意のプロシジャに適用可能であることが、理解されるべ
きである。一実施形態では、本原理は生物学的な組織を追跡又は分析する際に使用される
。特に、本原理は、例えば、肺、消化管、排泄器官、血管などのような身体の全ての領域
における生物系の分析又は内的なトラッキングプロシジャに適用可能である。図面に示さ
れる要素は、ハードウェア及びソフトウェアの様々な組み合わせで実現されてよく、単独
の要素又は複数の要素に組み込まれてよい機能を提供する。
【００１２】
　図面に示される様々な要素の機能は、専用のハードウェアだけでなく、適切なソフトウ
ェアに従ってソフトウェアを実行することが可能なハードウェアを利用することにより提
供されることが可能である。プロセッサにより提供される場合、機能は、単独の専用プロ
セッサにより、単独の共有されるプロセッサにより、或いは、複数の個別的なプロセッサ
により提供されることが可能であり、その複数の個別的なプロセッサのうち幾つかは共有
されることが可能である。更に、「プロセッサ」又は「コントローラ」という用語の明示
的な使用は、ソフトウェアを実行することが可能なハードウェアを排除するような言及と
して解釈されるべきではなく、黙示的に、ディジタル信号プロセッサ(DSP)ハードウェア
、ソフトウェアを保存するリードオンリメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、不
揮発性ストレージ等を含むことが可能であるが、具体例はこれらに限定されない。
【００１３】
　本発明の原理、側面及び実施形態に言及している本願における全ての記載は、それらに
ついての構造的な均等物及び機能的な均等物の双方を包含するように意図されている。更
に、そのような均等物は、現在知られている均等物だけでなく、将来的に開発される均等
物をも包含することが、意図されている(すなわち、構造によらず、同じ機能を実行する
ように開発された任意の要素を包含する)。従って、例えば、本願で提示されるブロック
図は、本発明の原理を組み込む例示的なシステムコンポーネント及び/又は回路の概念的
な意図を表現していることが、当業者に認められるであろう。同様に、何れのフローチャ
ートも流れ図等も、コンピュータで読み取ることが可能なストレージ媒体において実質的
に表現される様々なプロセスを表現しており、従ってプロセスはコンピュータ又はプロセ
ッサにより実行され、そのようなコンピュータ又はプロセッサが明示的に示されているか
否かによらないことが、認められるであろう。
【００１４】
　更に、本発明の実施形態は、コンピュータで利用可能な又はコンピュータで読み取るこ
とが可能なストレージ媒体からアクセスすることが可能なコンピュータプログラムプロダ
クトの形式を取ることが可能であり、そのストレージ媒体は、コンピュータ又は任意の命
令実行システムにより使用する又はそれらに関連して使用するプログラムコードを提供す
る。この記述の目的に関し、コンピュータで利用可能な又はコンピュータで読み取ること
が可能なストレージ媒体は、命令実行システム、装置又はデバイスにより使用する又はそ
れらに関連して使用するプログラムを保存、通信、伝達又は転送する任意の装置であると
することが可能である。媒体は、電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外線的又は半導体
的なシステム(又は装置又はデバイス)又は伝送媒体であるとすることが可能である。コン
ピュータで読み取ることが可能な媒体の具体例は、半導体又はソリッドステートメモリ、
磁気テープ、取り外し可能なディスケット、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオン
リメモリ(ROM)、リジッド磁気ディスク及び光ディスクを含む。光ディスクの現在の具体
例は、コンパクトディスク-リードオンリメモリ(CD-ROM)、コンパクトディスク-リード/
ライト(CD-R/W)、ブルーレイ(Blu-Ray)(登録商標)及びDVDを含む。
【００１５】
　同様な番号は同一又は類似する要素を示す図面に関し、先ず図1を参照すると、一実施
形態により組織を識別するシステム100が示されている。システム100はワークステーショ
ン又はコンソール112を含み、そのワークステーション等からプロシジャが指揮及び/又は
管理される。ワークステーション112は、好ましくは、プロセッサ114と、プログラム及び
アプリケーションを保存するメモリ116とを含む。メモリ116はデータベース118(又は他の
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メモリ構造)を含み、データベース等は、個々の客体(対象又は検体)130の中のターゲット
組織132に対する少なくとも1つの組織シグネチャ48を保存するように構成される。組織シ
グネチャ及び病変シグネチャは、本開示の中では可換に使用されてよいことに留意すべき
である。
【００１６】
　組織シグネチャ48は、以下のうちの1つ以上を利用して導出されてよい：第1イメージン
グモダリティ11、第2イメージングモダリティ10、生体検査又は他の組織サンプル等。第1
イメージングモダリティ11(及び第2又は追加的なイメージングモダリティ(例えば、イメ
ージングシステム10))は、ターゲット132の画像データ又は処理前の無線周波数(RF)デー
タを収集するように構成される。場合によっては、イメージングシステム11は、肝臓癌な
どのような特定の病変(「リファレンス病変」)についての確定診断を得るために使用され
ることも可能である。組織シグネチャ48を判定するための組織の場所は、確定診断により
導出される。確定診断は、生体組織検査、組織病理診断が後に続く外科的切除などにより
得られてもよい。場合によっては、より高精度のイメージングモダリティ(例えば、コン
トラスト磁気共鳴(MR)、コンピュータ断層撮影(CT)、ポジトロン放出断層撮影(PET)、コ
ントラスト超音波(CEUS)等)を利用して、ターゲットの組織又は病変の診断を確認しても
よい。この病変は、リファレンス病変として言及される。リファレンス病変と言及される
が、リファレンスは任意の組織を含んでよい。
【００１７】
　次に、所与の領域、複数の領域、区分けされた領域ないし身体の全てのセクションに至
る画像が取得され、その画像は、類似する病原が見出される可能性がある任意の場所及び
リファレンス病変を含む。例えば、病変が乳癌などを含む場合、両胸の全ての部分が撮像
されてもよい。これらの画像は、プロシジャの前、後又はその一部として取得され、超音
波などのような様々なイメージングモダリティ(例えば、イメージングモダリティ10)を利
用して取得されてよい。
【００１８】
　次に、病変に関連するアコースティック、モルフォロジー(morphological)又はテクス
チャ(textural)画像パラメータに対する値又は値の範囲(又はレンジ)を決定することによ
り、リファレンス病変に対する超音波病理組織シグネチャが生成される。そのようなパラ
メータは既存のパラメータを含んでもよく、そのパラメータは、音響的パラメータ(例え
ば、シャドーイング、音速、減衰)、形態的パラメータ(例えば、病変形状、境界の不規則
性など)、及び、一次及び二次のスペックル統計(例えば、平均、中間値、歪度、尖度)或
いはフラクタル次元のような組織的パラメータを含む。代替的に、平均周波数、減衰の周
波数依存性、又は、超音波後方散乱信号などのような、病変からの無線周波数(RF)データ
の統計モーメント及びスペクトル特性を分析することにより、組織シグネチャの生成が可
能である。典型的な特徴及び性状を更に理解するために、リファレンス病変の病気学を十
分に理解することは有益である。
【００１９】
　組織シグネチャ48は、データベース118又は他のメモリストレージ構造に保存される。
一実施形態では、病変の境界の内側の組織のみが、病理組織シグネチャを生成するために
されるように、シグネチャ48は病変の境界の識別(identification)を含む。元の診断が非
超音波のイメージングモダリティ(例えば、イメージングシステム11)を利用してなされて
いた場合、このステップは、他のモダリティ画像(又はボリューム)に対する超音波画像(
又はボリューム)の登録による恩恵を受け、そのため、リファレンス病変が容易に特徴付
けられ、そのマージンが非超音波モダリティにより決定される。組織シグネチャそれ自体
は、生体検査又は組織病理診断から導出されなくてもよい。むしろ、生体組織又は組織病
理学は、場所を決定的に示すために使用されてもよく、ただし、組織シグネチャは生成さ
れるべきである。
【００２０】
　サーチモジュール140は、収集及び保存されている画像134を自動的に探索する。サーチ
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モジュール140は比較モジュール124を含み、比較モジュール124は、組織や病変などを組
織シグネチャ48と比較し、決定されたレンジ内で合致する画像パラメータを有する組織及
び/又は病変を探し、そのレンジ内の値は病理組織シグネチャ48として決定されている。
画像及び組織分析モジュール128は、比較モジュール124を利用して、サーチモジュール14
0により発見された組織及び/又は病変を、リファレンス病変48と同じ病気をおそらく示す
ものとして分類する。分析モジュール128は、シグネチャ48の基準に基づいて、特定の組
織又は病変がシグネチャ48に合致する確率又は合致スコアを指定することが可能である。
スコアを指定する場合に、分析モジュールは、レンジ内の値/レンジ外の値(又は属否)、
画像の適合性、サイズの検討事項、患者の履歴、外的な統計などを考慮してもよい。確率
スコア、及び、特徴パラメータの範囲にどの程度関連しているかは、健常者及び患者を含
む複数の患者にわたる診断評価を通じて明らかにされることが可能である。分析に必要に
なり得る他の要因は、合致する病変を発見するための感度及び特異性についての予想され
るレベルを含んでもよい。
【００２１】
　組織シグネチャ48は、直接的に患者から収集及び導出され、その患者の代表的な組織シ
グネチャ48として使用されることが、理解されるべきである。言い換えれば、患者自身の
組織が、その患者の他の全ての組織との比較のサンプルとして使用される。患者はコント
ロールである。比較される組織は、同じ臓器(又は器官)、特定の領域、又は、全身スキャ
ンを含んでもよい。組織シグネチャ48は、保存され、将来の病変に対して比較され、或い
は、その患者の他の組織シグネチャ48とまとめられることが可能である。
【００２２】
　一実施形態では、複数の組織シグネチャ48がデータベース118に保存される。複数の組
織シグネチャ48は、その患者から異なる時間に取得された組織シグネチャ48を含んでもよ
い。組織シグネチャ48は、それぞれ、照合を実行し且つ組織シグネチャを目下検討中の現
在の組織と比較するために、現在のプロシジャで使用されてもよい。各々の組織シグネチ
ャ48は、目下検討中の組織に対するスコアが付けられ(或るいはその逆の関係のスコアが
付けられ)、目下検討中の組織に対する更に信頼性のあるスコアを提供する、或いは、そ
の患者の中の異なる病変タイプを探す。具体的な一例では、現在のプロシジャは、悪性の
病変(シグネチャA)及び良性の病変(シグネチャB)を識別する。サーチモジュール140は、
患者の中で双方のシグネチャA及びシグネチャBの病変を探し出して識別するように使用さ
れてもよい。別の実施形態では、第1プロシジャの間にシグネチャCの病変が取得され、或
る期間が経過した後に、第2プロシジャがシグネチャDの病変を取得する。これら2つのシ
グネチャC及びDは、現在のサーチの間に双方又は一方のシグネチャ組織タイプを識別する
ために、比較用に探索され及び/又は使用されてもよい。他の探索及び組織の組み合わせ
も本願で想定されている。
【００２３】
　ワークステーション112は、好ましくは、客体(患者)130又はボリューム132の内部画像
を見るためのディスプレイ138を含む。ディスプレイ138は、ワークステーション112及び
そのコンポーネントないしファンクション或いはシステム100内の他の任意のエレメント
と相互作用することをユーザーに許容する。これは、インターフェース120により更に促
され、インターフェース120は、キーボード、マウス、ジョイスティック、触覚デバイス
を含んでもよいし、或いは、ワークステーション112からのフィードバック及びそことの
相互作用をユーザーに許容するための他の任意のペリフェラル又は制御を含んでよい。
【００２４】
　図2に関し、例示の一実施形態は、介入治療プロシジャに先行して、超音波(例えば、3D
的であってもよいが、2Dが使用されてもよい)により患者202をスキャンし、バイオプシ或
いは他の更に確定的なイメージングモダリティ(例えば、コントラストCT又はコントラス
トMRI等)によって、癌であることが確認される1つ又は複数の病変214を識別する。既知の
癌性の病変214は、マニュアルによる、自動的な又は半自動的な方法で超音波画像からセ
グメント化され、その方法自体は当該技術分野で知られている。代替的に、病変214は、C
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T又はMRでセグメント化されてもよく、このセグメント化は、CT又はMR画像に対する超音
波画像の事前登録により、超音波画像に移される(登録を行う方法自体も知られている)。
様々なイメージングモダリティからの画像は、登録を容易にするように追跡されるポジシ
ョンであってもよい。これは、例えば、リファレンス又はシグネチャ病変に類似する病変
を超音波で探索する場合に、シグネチャ病変が排除されることを可能にすることを保証し
、その理由は、それが追跡される空間内の既知の場所にあるからである。
【００２５】
　次に、スペックル統計(例えば、スペックル平均、中間値、分散)、フラクタル次元、ボ
ーダー不規則性などのような、超音波モルフォロジー(ultrasound　morphology)(例えば
、形状、シャドーイング等)及びテクスチャ特性の分析は、その患者に対する1つ又は複数
の病変214を特徴付け、その病変214に対する「テンプレート」又は「シグネチャ」を作成
するために使用される。
【００２６】
　特徴付けの方法は、既知の方法、及び、本原理に従って発展した方法を含んでもよい。
プロシジャの間に、患者202は、好ましくは3D的であるポジトロン追跡超音波トランスデ
ューサで再びスキャンされ、システム(例えば、図1のシステム100)は、病変シグネチャに
合致するものを自動的に探索する。このようにして、プロシジャの開始前に、隠れた病変
の識別が可能になる。目下の例では、ポジトロン追跡イメージングが、例えば、臓器204
、206及び208のような患者202の一部又は全部をスキャンする。スキャンされる臓器206は
、組織シグネチャ又は他の組織若しくは領域(例えば、204、308)を含む同じ臓器であって
もよく、その臓器は、病変を含むかもしれない、病変を含むことが疑われている、或いは
、病変を発見するためにスキャンされてもよい。図2の具体例では、スキャンは、組織シ
グネチャ基準に合致する2つの追加的な病変212と、組織シグネチャ病変に合致しない他の
病変又は組織210とを明らかにする。患者自身の組織をコントロールとして機能させるこ
とで、目下の対象の組織を識別する際に更なる精度が達成される。
【００２７】
　本原理は、癌、その他の病変又は増殖、或いは、患者体内の類似する病気を診断又は発
見する際に使用されてよい。特に有用な実施形態では、本原理は、肝臓癌、乳癌などに対
して適用可能である。しかしながら、本アプローチに関し、他の多くの潜在的なアプリケ
ーションが存在する。具体的な一例は、甲状腺癌の取り扱いにおけるものである。甲状腺
癌を適切に診断、進行診断及び追尾することについての問題の1つは、甲状腺は通常的で
ない多くのモジュール(数百個にも及ぶ)を含んでおり、それらのモジュールのうち一部分
のみが実際に癌性であるかもしれない、ということである。バイオプシは癌についてのか
なり信頼できる初期診断を提供するが(切除及び組織病理診断は、通常、癌を完全に特徴
付けるために必要とされる)、モジュールの全てをバイオプシで検査することはしばしば
実用的でない(及び患者にとって受け入れることができない)。本原理を利用することで、
医師は、むしろ、最も疑義のあるノジュール(nodule)を生体検査することが可能であり、
癌が確認された場合、その生体検査ノジュールの画像特性は、癌性のノジュールのものと
合致する。これは、全ての癌を発見する機会を増やし、否定的な生体検査の評価、患者の
不快感、及び、プロシジャを実行するのに必要な時間を減らす。
【００２８】
　他のアプリケーションは、先ず、既知の病気を有する組織又は病変を識別し、その後に
、システムにより類似する病変を自動的に探索することを含んでよい。サーチモジュール
140は、閾値の基準に合致する病変のみを返してもよい。これは、良性の病変から病理学
的な病変を区別することが困難である又は時間がかかる多くの診断アプリケーションに適
用可能である。適用可能なイメージングモダリティに関し、超音波が説明されているが、
本方法は3Dで特徴付けられることが可能案病変に対して非常に成功する見込みがあるので
、任意のイメージングモダリティ、特に、ボリュームデータ(又は体積データ)を含むもの
が使用されてよいことが、理解されるべきである。例えば、CT及びMR観察で全ての病変を
識別することは容易でないが、或る病変が病気であることが確認されると、他の全てが速
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やかに自動的に発見されることが可能である。
【００２９】
　図3に関し、フローチャートは、例示的な実施形態により、特定の客体に対する病変シ
グネチャを利用して病気を特徴付ける方法を示す。
【００３０】
　ブロック302において、特定の病変の確定的な診断が取得される。この診断は、バイオ
プシ、外科的切除に続く病理診断、確定的なイメージングモダリティ(例えば、コントラ
ストMR、CT、PET等)などのような多くの方法により、或いは、他の技術を利用して取得さ
れてもよい。特定の診断が得られると、その病変はその診断に対するリファレンス病変と
なる。これは、(a)音響パラメータ、(b)リファレンス組織に関連するモルフォロジー画像
パラメータ、(c)リファレンス画像に関連するテクスチャ画像パラメータ、(d)病変に関連
する無線周波数データのスペクトル特性、及び/又は、(e)病変の境界の識別に関する値又
は値の範囲を決定することにより、リファレンス組織の超音波病理組織シグネチャを生成
することを含み、そのため、病変の境界のレンジ内の組織のみが、組織シグネチャを生成
させるために使用される。ブロック303において、非状音波イメージングモダリティが使
用される場合、超音波画像又はボリュームが、非超音波画像モダリティにより提供される
非超音波画像又はボリュームに登録され、そのため、リファレンス組織はよりいっそう容
易に特徴付けられ、そのマージンが規定される。
【００３１】
　ブロック304において、例えば、リファレンス病変を含む身体の全てのセクション、及
び、類似する病変が発見される可能性がある任意の場所のような、より広い領域から画像
が取得される。例えば、リファレンスが決定された場所にある同じ臓器の全ての部分が対
象とされてもよい。これらの画像は、リファレンス病変を取得する前、途中又は後で取得
されてもよい。ブロック304のイメージングは、ブロック302に関して使用されるような例
えば超音波による同一の又は相違するイメージングモダリティを利用して取得されてもよ
い。スキャンの領域は、最良実施例又は他の基準に基づいて選択又は決定されてもよいこ
とが、理解されるべきである。
【００３２】
　ブロック306において、病変に関連するアコースティック、モルフォロジー及び/又はテ
クスチャ画像パラメータに関する値又は値のレンジを決定することにより、リファレンス
病変に対する超音波病理組織シグネチャが生成される。これは、病変の境界の識別を含み
、そのため、病変境界の範囲内の組織のみが、病理組織シグネチャを生成するために使用
される。元の診断が非超音波イメージングモダリティを利用していた場合、ブロック306
は、リファレンス病変が容易に特徴付けられ且つそのマージンを決定できるように、他の
モダリティ画像(又はボリューム)に対する超音波画像(又はボリューム)の登録による恩恵
を受けてもよい。
【００３３】
　ブロック308において、ブロック304からの画像の探索は、所定のレンジ内で、合致する
画像パラメータを有する組織及び/又は病変を求めて自動的に実施されてもよい。レンジ
の値は、ブロック306における病理組織シグネチャとして決定されたものである。ブロッ
ク309において、特徴についての指定された範囲に基づくスコアに従って、合致する組織
を識別するために、組織シグネチャ及びボリューム内の組織が比較される。ブロック310
において、ブロック308で発見された組織及び/又は病変は、リファレンス病と同じ病変を
おそらくは示すものとして分類される。他の実施形態では、サーチの際に、複数のシグネ
チャが使用されてもよい。ブロック312において、プロシジャは、新たなシグネチャを探
索又は生成することに更に続く。
【００３４】
　添付の特許請求の範囲を解釈する際に、以下のことが理解されるべきである：
　a)　「有する」という言葉は、所与の請求項に列挙されているもの以外の他の要素又は
動作の存在を排除していない；
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　b)　要素に先行する「ある」又は「或る」という言葉は、そのような要素が複数個存在
することを排除していない；
　c)　請求項に何らかの参照符号が存在する場合、それは請求項の範囲を限定してはいな
い；
　d)　いくつかの「手段」は、同一の、アイテム、ハードウェア、ソフトウェア実現構造
又は機能によって表現されてもよい；及び
　e)　具体的な言及がない限り、処理の特定のシーケンスが必須であるように意図されて
はいない。
【００３５】
　以上、特定の客体に対する病気を特徴付ける病変シグネチャの好ましい実施形態(例示
であり且つ限定ではないことが意図されている)を説明してきたが、上記の教示に照らせ
ば、当業者によって修正及び変形が可能であることに、留意を要する。従って、添付の特
許請求の範囲によって規定されるような本願で開示される実施形態の目的の範囲内にある
説明された開示の特定の実施形態において、変更が為されてよいことが、理解されるべき
である。詳細な事項、特に、特許法で要求される事項を説明してきたが、特許権によって
保護されるように要求される内容は、添付の特許請求の範囲に記載されている。

【図１】 【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月5日(2017.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織を識別するシステムであって：
　第1のイメージングモダリティからリファレンス病変の病気の確認を取得し、確認され
た病気の病変に関連するイメージングパラメータの値を、第2のイメージングモダリティ
について取り出し、取り出された前記イメージングパラメータの値に基づいて前記病気の
特徴の範囲を取得することにより導出される客体固有の病変シグネチャ；
　メモリに保存されるサーチモジュールであって、比較のための画像における病変を識別
するために、前記客体のボリュームについて、前記第2のイメージングモダリティにより
取得された画像を通じて探索するように構成されるサーチモジュール；及び
　前記リファレンス病変の前記病変シグネチャと前記ボリュームにおける病変との間で合
致性を、前記特徴の範囲に基づく合致スコアに基づいて識別するように構成される比較モ
ジュール；
　を有するシステム。
【請求項２】
　前記病変シグネチャは、アコースティックパラメータ、病変に関するモルフォロジーパ
ラメータ、病変に関するテクスチャ画像パラメータ、病変に関連する無線周波数データの
スペクトル特性、及び、病変の境界の識別に関する1つ又は複数の値を含み、病変の境界
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内の組織のみが、前記病変シグネチャの生成に使用される、請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記画像は、超音波を利用して前記客体に関して取得される、或いは、前記客体に関連
して登録される超音波画像を含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項４】
　前記病変シグネチャは、同じ客体から異なる時間に取得される複数の組織シグネチャを
含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項５】
　前記病変シグネチャは、同じ客体からの異なる組織タイプに関して取得される複数の組
織シグネチャを含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項６】
　各自のスコアに応じて組織を分類するように構成される画像及び組織分析モジュールを
更に有する請求項1に記載のシステム。
【請求項７】
　組織を識別するシステムであって：
　プロセッサ；
　前記プロセッサに結合され、客体固有の病変シグネチャを保存するように構成されるメ
モリであって、前記病変シグネチャは、第1のイメージングモダリティからリファレンス
病変の病気の確認を取得し、確認された病気の病変に関連するイメージングパラメータの
値を、第2のイメージングモダリティについて取り出し、取り出された前記イメージング
パラメータの値に基づいて前記病気の特徴の範囲を取得することにより導出される、メモ
リ；
　メモリに保存されるサーチモジュールであって、比較のために第2のイメージングモダ
リティにより取得された画像における組織を識別するために、前記客体のボリュームを通
じて探索するように構成され、かつ、比較モジュールを含み、前記比較モジュールは、前
記病変シグネチャと前記ボリュームにおける病変との間で合致性を、指定された範囲の特
徴に基づく合致スコアに基づいて識別するように構成される、サーチモジュール；及び
　各自のスコアに応じて組織を分類するように構成される画像及び組織分析モジュール；
　を有するシステム。
【請求項８】
　前記病変シグネチャは、アコースティックパラメータ、病変に関するモルフォロジーパ
ラメータ、病変に関するテクスチャ画像パラメータ、病変に関連する無線周波数データの
スペクトル特性、及び、病変の境界の識別に関する1つ又は複数の値を含み、病変の境界
内の組織のみが、前記病変シグネチャの生成に使用される、請求項7に記載のシステム。
【請求項９】
　前記画像は、超音波を利用して前記客体に関して取得される、或いは、前記客体に関連
して登録される超音波画像を含む、請求項7に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記病変シグネチャは、同じ客体から異なる時間に取得される複数の組織シグネチャを
含む、請求項6に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記病変シグネチャは、同じ客体からの異なる組織タイプに関して取得される複数の組
織シグネチャを含む、請求項6に記載のシステム。
【請求項１２】
　組織を識別する方法であって：
　客体固有の病変シグネチャを作成するステップであって、前記病変シグネチャは、第1
のイメージングモダリティからリファレンス病変の病気の確認を取得し、確認された病気
の病変に関連するイメージングパラメータの値を、第2のイメージングモダリティについ
て取り出し、取り出された前記イメージングパラメータの値に基づいて前記病気の特徴の
範囲を取得することにより導出される、ステップ；
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　比較のために前記第2のイメージングモダリティにより取得された画像における病変を
識別するために、前記客体のボリュームの画像を通じて探索するステップ；及び
　前記病変シグネチャと前記ボリュームにおける病変とを比較し、指定された範囲の特徴
に基づく合致スコアに基づいて合致性を識別するステップ；
　を有する方法。
【請求項１３】
　前記画像は、身体のうちの1つ以上の領域における前記客体のスキャンから取得される
、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　客体固有の病変シグネチャを作成することは、アコースティックパラメータ、病変に関
するモルフォロジー画像パラメータ、病変に関するテクスチャ画像パラメータ、病変に関
連する無線周波数データのスペクトル特性、及び、病変の境界の識別、に関する値又は値
の範囲を決定することにより、リファレンス組織に対する超音波病理学的病変シグネチャ
を作成することを含み、病変の境界内の組織のみが、前記病変シグネチャの生成に使用さ
れる、請求項12に記載の方法。
【請求項１５】
　組織及び/又は病変を、リファレンス組織と同じ病気を示すものとして分類数ステップ
を更に有する請求項12に記載の方法。
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